
南畑幼稚園の年長児たちがカレーを作り、園児みんなで食べるカレーパーティーが行われました

カレー
パーティー！！

第208号
平成26年8月1日発行

毎月11日は 『人権を確かめあう日』です。
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平成26年第2回（6月）

6月6日（金）～13日（金）開会
三 郷 町 議 会 定 例 会

　

平
成
25
年
度
末
の
給
水
戸
数
は
、

８
９
８
０
戸
で
、
勢
野
北
地
区
に

お
け
る
新
築
の
増
加
な
ど
に
よ
り
、

前
年
度
と
比
べ
２
．
１
５
％
の
増

と
な
り
ま
し
た
。

　

一
方
、
年
間
総
配
水
量
は
、
前

年
度
と
比
べ
２
．
２
９
％
の
減
と

な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
県
営
水
道
の
受
水
量
に

つ
い
て
は
、
取
水
量
全
体
の

6
1
．
３
２
％
と
な
り
ま
し
た
。

　

収
益
的
収
支
に
つ
い
て
は
、
大

口
需
要
者
の
減
少
や
一
般
家
庭
に

お
け
る
節
水
意
識
の
高
揚
、
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
等
に
よ
り
、

使
用
水
量
は
年
々
減
少
傾
向
に
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
大
門
ダ
ム
工
事

認
定
第
１
号

平
成
25
年
度
三
郷
町
水
道
事
業

会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

（
全
会
一
致
原
案
認
定
）

に
伴
う
落
水
補
償
が
平
成
24
年
度

で
終
了
し
た
こ
と
か
ら
、
事
業
収

益
は
５
億
５
９
０
８
万
８
０
２
７

円
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
本
管
や
分
岐
管
の
修
理
、

新
シ
ス
テ
ム
の
導
入
な
ど
に
よ
り
、

事
業
費
用
は
、
５
億
３
４
１
３
万

４
９
８
３
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
資
本
的
収
支
に
つ
い
て

は
、
収
入
の
部
９
４
６
５
万
５
８

０
０
円
、
支
出
の
部
１
億
５
２
１

３
万
７
０
３
円
と
な
り
、
差
引
き

５
７
４
７
万
４
９
０
３
円
の
支
出

超
過
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
減
債

積
立
金
及
び
建
設
改
良
積
立
金
で

補
塡
し
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
「
水
道
事
業
基
本
計

画
」
に
基
づ
き
、
「
安
全
な
水
の

供
給
」
「
危
機
管
理
の
強
化
」

「
水
道
サ
ー
ビ
ス
の
持
続
」
を
重

点
目
標
に
、「
安
心
で
お
い
し

水
」
を
安
定
し
て
供
給
で
き
る
よ

う
、
よ
り
一
層
努
め
ま
す
。

平成25年度
三郷町水道事業
会計決算

平成25年度三郷町水道事業会計決算審査意見書（要約）
◎平成25年度の状況を視ると、給水戸数は対前年度比189戸の増加となったが、年間総配水量は、前年度よ
り減少となった。

　　次に、取水量の自己水と県水の内訳を視ると、自己水及び県水受水量は、前年度より減少しているが、県
水の割合は前年度より1.56％増加している。

　　一方、有収水量も前年度より減少となり、有収率は前年度より0.93％増加した。
　　なお、有収水量の減少の主なものは一般家庭の節水による使用水量の減少等によるものと思料される。引
き続き、漏水箇所の早期発見と定期的な調査の実施を行い、原水の安定的な確保に努力されたい。

◎平成25年度の経常収支は、24,953千円（税抜き）の純利益で前年度に比し20,482千円の減少となった。
　　内訳を視ると、営業収益において給水収益が前年度より10,315千円の減少となり、事業収益全体で
13,344千円の減少となった。

　　一方、営業費用において県水受水費が前年度より23,502千円の減少となったが、減価償却費、修繕費等
で増加となり事業費用全体で7,138千円の増加となった。引き続き、経費の節減と水道料金未収金の滞納整
理等の強化に努められたい。

◎平成25年度の建設改良事業においては、水質改善下水道事業実施に伴う配水管布設替工事で勢野西6工区
（繰越分）、緑ヶ丘3－1工区、緑ヶ丘3－2工区、勢野東9工区の4工区を実施するほか、配水設備整備工事
で城山台中継配水場高区送水ポンプ設備更新工事を実施している。引き続き、現有施設等の設備の整備を計
画的に行い、より安全良質な水の安定供給を確保できるよう努められたい。

　　以上が事業運営の主な状況であるが、将来にわたる経営安定基盤を確立するため、引き続き、関係者のな
お一層の取り組みを期待する。

三郷町監査委員
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▲熱心に学習する三郷小学校児童たち

　

本
町
の
水
道
事
業
は
、
昭
和
33

年
４
月
に
給
水
を
開
始
し
て
以
来
、

半
世
紀
以
上
に
わ
た
り
安
心
・
安

全
な
水
を
供
給
し
続
け
な
が
ら
、

拡
張
・
改
良
事
業
を
重
ね
、
現
在

の
水
道
普
及
率
は
１
０
０
％
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
近
年
、
少
子
高
齢
化

に
よ
る
人
口
の
減
少
や
、
節
水
型

機
器
の
普
及
な
ど
に
よ
る
節
水
意

識
が
定
着
し
、
水
需
要
と
と
も
に

水
道
収
益
が
減
少
傾
向
に
あ
り
、

水
道
事
業
経
営
が
厳
し
い
状
況
と

な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
今
後
は
老
朽
化
に
よ
る

施
設
の
更
新
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

大
規
模
災
害
に
備
え
た
施
設
の
耐

震
化
、
危
機
管
理
対
策
な
ど
数
多

く
の
課
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
山
積
す
る
課

題
に
対
応
す
る
た
め
、
現
状
の
調

査
・
分
析
か
ら
、
長
期
的
展
望
に

た
っ
た
「
安
全
な
水
道
」
「
強
靭

な
水
道
」
「
水
道
サ
ー
ビ
ス
の
持

続
」
を
目
指
す
水
道
事
業
の
実
現

に
向
け
、
平
成
26
年
度
か
ら
平
成

35
年
度
ま
で
の
10
年
間
を
計
画
期

間
と
す
る
「
三
郷
町
水
道
事
業
基

本
計
画
」
を
策
定
い
た
し
ま
し
た
。

　

三
郷
・
三
郷
北
小
学
校
の

４
年
生
が
、
社
会
科
学
習
の

一
環
と
し
て
信
貴
ヶ
丘
浄
水

場
を
見
学
さ
れ
ま
し
た
。

『三郷町水道事業基本計画』を策定

現　状

基本理念

事業目標

課　題

「 水 需 要 」 給水人口、給水量の減少傾向
「 水 質 管 理 」  水道水の安全性の確保
「 水 道 施 設 」 施設の老朽化
「 危 機 管 理 」 大規模災害に対する被災時の給水確保
「 事 業 経 営 」 料金収入の減少、職員の退職に伴う技術力の低下
「住民サービス」 地域独占性の高い水道事業

安心と安全で未来へつなぐ三郷の水

需要の減少に伴う施設規模の適正化
安心して飲める水の普及促進
施設の計画的な更新と機能向上
災害対策と応急給水対策の充実
財務体質の強化と人材育成
住民の相互負担の理解の促進

1

2

3

4

5

6

1 安全な水の供給

▼水道法に基づく水質基準の遵守

▼適切な施設整備と水質管理の実施

▼水の安全情報の向上

2 危機管理の強化

▼老朽化施設の更新

▼施設の耐震化

▼大規模地震や自然災害時対策

3 水道サービスの持続

▼水の供給基盤の確保

▼需要者へのサービス改善

▼環境対策の促進

浄
水
場
施
設
見
学
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今
回
の
介
護
保
険
制
度
の
改
革
は
、

　
　
　

医
療
、
介
護
一
体
改
革
に
向
け
た

第
一
歩
と
し
て
「
医
療
か
ら
介
護
へ
」
、

「
施
設
か
ら
在
宅
へ
」
の
方
向
を
踏
ま
え

た
改
革
で
あ
り
、
ま
た
、
社
会
保
障
の
考

え
方
と
し
て
の
「
自
助
・
互
助
・
共
助
・

公
助
」
を
基
本
と
す
る
旨
の
整
理
と
平
成

37
年
を
目
標
年
度
と
し
た
「
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
」
の
完
成
に
向
け
た
第
一
歩

で
も
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け
で
、
大
き
く

次
の
５
点
が
改
革
さ
れ
る
見
込
み
で
す
。

①
要
支
援
者
に
対
す
る
介
護
予
防
給
付

（
訪
問
介
護
・
通
所
介
護
）
を
市
町
村
の

判
断
で
実
施
す
る
地
域
支
援
事
業
に
移
行

し
、
介
護
事
業
所
以
外
に
も
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
民

間
企
業
な
ど
地
域
の
多
様
な
主
体
を
活
用

し
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
効
果
的
・
効
率

的
に
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

②
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
者
を
原

則
、
要
介
護
３
以
上
と
す
る
も
の
で
す
。

③
低
所
得
者
の
第
１
号
保
険
料
を
介
護
給

付
費
の
５
割
を
公
費
で
賄
っ
て
い
る
も
の

と
は
別
枠
で
公
費
を
投
入
し
、
低
所
得
高

齢
者
の
保
険
料
の
軽
減
を
強
化
す
る
も
の

で
す
。

④
一
定
以
上
の
所
得
の
あ
る
利
用
者
の
自

己
負
担
を
１
割
か
ら
２
割
と
す
る
も
の
で

す
。

⑤
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
施
設
利
用
者
の

食
費
・
居
住
費
を
補
塡
す
る
補
足
給
付
を

一
定
額
を
超
え
る
預
貯
金
等
の
資
産
の
あ

る
方
は
給
付
の
対
象
外
と
す
る
も
の
で
す
。

介護保険制度の変更について
予防給付の見直しや、低所得者の保険料の軽減強化等　

が変更となると認識しています。

介護保険制度の変更が議論され実施される見込みで

あるが、どのように変わるのか？Q

全国学力テストの
結果は公表すべきでないと思うが・・・

現時点で「公表」は考えておりません。

全国学力テストが、小中学校で４月22日実施された。結果について

公表するかどうかは、学校の判断に任されていたが、今回からは市町村の

教育委員会が公表できるようになった。町教育委員会の考えは。

Q

　

本
町
で
は
三
郷
小
学
校
95
名
、
三
郷
北

小
学
校
94
名
、
三
郷
中
学
校
１
８
５
名
が

受
験
し
ま
し
た
。

　

調
査
の
目
的
は
、
義
務
教
育
の
機
会
均

等
と
そ
の
水
準
の
維
持
向
上
の
観
点
か
ら
、

ま
ず
全
国
的
な
児
童
生
徒
の
学
力
や
学
習

状
況
を
把
握
・
分
析
す
る
こ
と
。
次
に
教

育
施
策
の
成
果
と
課
題
を
検
証
し
、
そ
の

改
善
を
図
る
と
と
も
に
、
学
校
に
お
け
る

児
童
生
徒
へ
の
教
育
指
導
の
充
実
や
学
習

状
況
の
改
善
等
に
役
立
て
る
こ
と
に
あ
り

ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
公
表
結
果
に
つ
い
て
は
、

今
年
度
か
ら
市
町
村
の
教
育
委
員
会
の
裁

量
に
委
ね
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
文
部

科
学
省
で
は
「
調
査
結
果
の
公
表
に
関
し

て
は
、
教
育
委
員
会
や
学
校
が
、
保
護
者

や
地
域
住
民
に
対
し
て
説
明
責
任
を
果
た

す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
示
す
一
方
、

「
調
査
に
よ
り
測
定
で
き
る
の
は
学
力
の

一
部
で
あ
る
こ
と
、
学
校
に
お
け
る
教
育

活
動
の
一
側
面
で
あ
り
、
学
校
間
の
序
列

化
や
過
度
な
競
争
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す

る
な
ど
、
教
育
上
の
効
果
や
影
響
等
に
十

分
配
慮
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
の

見
解
を
実
施
要
領
で
示
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
調
査
の
結
果
の

公
表
に
つ
い
て
は
、
学
校
や
地
域
の
序
列

化
に
つ
な
が
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
国
の
動
向
も
見
据
え
な
が
ら
で
は

あ
り
ま
す
が
、
現
時
点
で
は
公
表
は
考
え

て
お
り
ま
せ
ん
。

一

般

質

問

平
成
26
年
6
月
6
日
開
催

A

　
　
　

文
部
科
学
省
で
は
、
全
国
的
に
子

　
　
　

ど
も
達
の
学
力
状
況
を
把
握
す
る

た
め
、
小
学
６
年
生
と
中
学
３
年
生
全
員

を
対
象
に
「
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調

査
」
を
平
成
19
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
ま

す
。 A

　掲載しております一般質問は、
通告書による質問に対して１回
目の回答の要旨を掲載していま
す。再質問やそれらに係る回答、
また掲載以外の質問等につい
ては、会議録に詳しく掲載して
おります。
　会議録は議会事務局、町立図
書館で閲覧できますが、発行時
期等詳しくは議会事務局にお問
い合わせください。
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学校給食の食物アレルギー対策について
教職員が情報を共有し対応できる研修を重ねます。

２０１２年１２月に調布市の小学校で食物アレルギーを有する児童が
学校給食後亡くなるという事故を受け、文部科学省は２０１３年５月
にアレルギー対応に関する調査研究協力者会議を設置し、本年３月に
報告書がまとめられた。この報告書を踏まえてアレルギー対策の施策
の充実に取り組むよう通知が出されたが、町の取り組みは？

Q

　
　
　

本
町
の
小
中
学
校
に
お
け
る
平
成

　
　
　

26
年
４
月
現
在
の
食
物
ア
レ
ル
ギ

ー
申
告
数
は
、
三
郷
小
学
校
26
名
、
三
郷

北
小
学
校
52
名
、
三
郷
中
学
校
31
名
で
あ

り
ま
す
。

  

本
給
食
セ
ン
タ
ー
で
は
、
各
小
中
学
校

と
連
携
し
、
毎
月
配
布
す
る
献
立
表
と
合

わ
せ
て
、
毎
日
の
献
立
に
使
用
し
て
い
る

食
材
の
成
分
を
表
示
し
た
献
立
食
品
調
査

表
を
保
護
者
へ
配
布
し
、
食
材
の
成
分
に

応
じ
て
個
別
に
対
応
し
て
い
た
だ
く
よ
う

呼
び
か
け
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

ア
レ
ル
ギ
ー
症
状
の
重
い
児
童
・
生
徒
に

つ
い
て
保
護
者
は
、
自
ら
学
校
へ
診
断
書

を
提
出
し
、
薬
を
持
た
せ
た
り
、
ア
ド
レ

ナ
リ
ン
自
己
注
射
薬
（
エ
ピ
ペ
ン
）
を
学

校
へ
預
け
て
い
る
方
も
お
ら
れ
、
学
校
側

と
い
た
し
ま
し
て
も
教
職
員
が
共
通
認
識

の
上
、
そ
の
対
応
に
心
が
け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
学
校
給
食
施
設
環
境
整
備
検
討

委
員
会
の
意
見
を
踏
ま
え
、
新
給
食
セ
ン

タ
ー
に
は
ア
レ
ル
ギ
ー
対
策
ス
ペ
ー
ス
を

確
保
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

今
後
は
、
保
護
者
か
ら
の
申
告
に
よ
る

ア
レ
ル
ギ
ー
を
持
つ
児
童
・
生
徒
の
状
況

を
し
っ
か
り
把
握
し
、
教
職
員
が
情
報
を

共
有
し
対
応
で
き
る
研
修
を
重
ね
る
と
と

も
に
、
万
一
に
備
え
て
医
療
関
係
者
や
消

防
機
関
等
と
の
連
携
も
視
野
に
入
れ
な
が

ら
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

平
成
26
年
6
月
6
日
開
催

一

般

質

問

A

水道料金は引き下げるべきと考えるが・・・

現行料金を継続していきたいと考えます。

水道事業会計は黒字基調が続いている。水道料金について
何度も引き下げるよう求めてきたが、耐震化を含め、設備更新の
ために多額の費用を要することを理由に引き下げを拒否している。
料金を引き下げるべきと考えるが、町の考えは？

Q

　
　
　

最
近
の
決
算
で
は
黒
字
傾
向
に
あ 

　
　
　

り
ま
す
が
、
県
水
受
水
費
が
１
㎥

当
た
り
10
円
値
下
げ
さ
れ
た
も
の
の
、
収

益
的
収
支
の
単
年
度
純
利
益
は
、
年
々
減

少
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
配
水
管
な
ど
資

本
に
か
か
る
収
支
で
は
、
大
幅
な
資
金
不

足
が
毎
年
度
生
じ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
昭
和
33
年
に
給
水
事
業
を
開
始

以
来
、
順
次
設
備
更
新
は
し
て
い
る
も
の

の
、
い
ま
だ
多
く
の
老
朽
管
等
が
残
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
平
成
23
年
３
月
に

発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
で
は
、
水
道
施

設
に
甚
大
な
被
害
が
発
生
し
、
さ
ら
に
、

近
い
将
来
発
生
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
東

南
海
・
南
海
地
震
に
備
え
、
住
民
の
皆
様

の
命
を
つ
な
ぐ
「
水
」
を
確
保
す
る
た
め

に
も
、
老
朽
化
対
策
・
耐
震
化
対
策
は
、

重
要
課
題
と
し
て
避
け
て
通
れ
な
い
と
こ

ろ
で
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
給
水
戸
数
は
微
増
傾

向
に
あ
る
も
の
の
、
大
口
需
要
者
の
減
少

や
、
節
水
意
識
の
高
揚
な
ど
も
あ
り
、
大

幅
な
収
益
増
を
望
む
こ
と
は
難
し
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
状
況
の
中
、

事
業
を
実
現
さ
せ
て
い
く
に
は
、
財
源
の

確
保
や
経
費
の
節
減
な
ど
収
支
両
面
に
わ

た
っ
て
の
取
り
組
み
を
進
め
、
厳
し
い
状

況
に
あ
る
水
道
事
業
会
計
の
健
全
運
営
に

努
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
水
道
料
金
に
つ
い

て
は
、
現
行
料
金
を
継
続
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

A
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コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
事
業
助
成
金
に
つ

　
　

い
て

　
　

一
般
財
団
法
人
自
治
総
合
セ
ン
タ

　
　

ー
が
実
施
し
て
い
る
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
助
成
事
業
に
お
い
て
、
自
治
会
活

動
及
び
自
主
防
災
組
織
へ
の
助
成
が
、

そ
れ
ぞ
れ
１
団
体
ず
つ
新
た
に
交
付
決

定
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
自
治
振
興
費

に
１
７
０
万
円
、
防
災
費
に
１
２
０
万

円
を
そ
れ
ぞ
れ
追
加
補
正
し
ま
す
。

　
「
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
」

第
12
条
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
、

三
郷
町
議
会
に
お
い
て
１
名
の
農
業
委

議
案
第
29
号

町
か
ら
の
報
告

平
成
26
年
度
三
郷
町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

三
郷
町
農
業
委
員
会
委
員
の
推
薦
に
つ
い

て

定
住
促
進
民
間
賃
貸
集
合
住
宅
家
賃
助
成

事
業
に
つ
い
て

（
全
会
一
致
原
案
可
決
）

議
案
第
29
号

平
成
26
年
度
三
郷
町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

（
全
会
一
致
原
案
可
決
）

議
案
第
30
号

平
成
26
年
度
三
郷
町
介
護
保
険
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

（
全
会
一
致
原
案
可
決
）

　
　

コ
ー
ル
リ
コ
ー
ル
事
業
に
つ
い
て

　
　

働
く
世
代
の
女
性
に
、
が
ん
検
診

　

   

の
受
診
を
促
す
た
め
、
が
ん
検
診

を
受
診
し
て
い
な
い
方
に
、
再
度
、
受

診
勧
奨
（
コ
ー
ル
リ
コ
ー
ル
）
を
行
い

ま
す
。

　

対
象
は
、過
去
に
子
宮
頸
が
ん
検
診
、

乳
が
ん
検
診
の
無
料
ク
ー
ポ
ン
を
受
け
、

未
受
診
の
方
と
な
り
ま
す
。　

　
　

高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

　
　

の
増
額
の
理
由
は
？

　
　

介
護
保
険
と
医
療
保
険
の
両
方
の

　
　

自
己
負
担
分
を
年
間
（
８
月
〜
翌

年
７
月
）
で
合
計
し
、
基
準
額
を
超
え

た
場
合
に
、
そ
の
超
え
た
金
額
が
支
給

さ
れ
る
「
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算

制
度
」
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
高
齢
者

の
増
加
、
介
護
保
険
認
定
者
の
増
加
に

よ
り
、
同
一
世
帯
で
医
療
保
険
及
び
介

護
保
険
を
使
わ
れ
る
方
が
増
え
て
き
て

い
る
こ
と
が
増
加
の
要
因
と
考
え
ま

す
。

　

今
後
も
、
本
制
度
が
町
民
の
方
に
徐

々
に
浸
透
し
始
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、

さ
ら
に
増
加
し
て
い
く
も
の
と
考
え
ま

す
。

た
額
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
貸
し
付
け
の
申
し
込
み
は
、

あ
ら
か
じ
め
受
給
資
格
申
請
が
必
要
で
、

診
療
の
初
日
か
ら
月
末
ま
で
の
１
カ
月

を
単
位
と
し
、
診
療
月
の
翌
月
に
貸
し

付
け
し
ま
す
。

常
任
委
員
会
の
主
な
報
告

総務建設
常任委員会

▲
開会日

　平成26年6月11日（水）
　　　  午前9時30分～

文 教 厚 生
常任委員会

▲

開会日
　平成26年6月9日（月）
　　　  午前9時30分～

Q
&

A

Q
&

A

　
　

福
祉
医
療
費
資
金
貸
付
制
度
に
つ

　
　

い
て

　
　

福
祉
医
療
費
助
成
の
受
給
資
格
が

　
　

あ
る
方
で
、
医
療
機
関
等
の
窓
口

支
払
い
が
困
難
な
場
合
、
資
金
の
貸
し

付
け
を
行
う
制
度
で
す
。
本
制
度
は
、

本
年
８
月
１
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

  

貸
付
額
は
、
1
カ
月
単
位
で
医
療
機

関
ご
と
に
医
療
保
険
で
診
療
を
受
け
た

一
部
負
担
金
か
ら
自
己
負
担
額
を
除
い

Q
&

A

Q
&

A

QA

QAQA

QA

員
会
委
員
を
左
記
の
と
お
り
、
推
薦
す

る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

被
推
薦
者　

下
村　

修　

氏

　

定
住
人
口
の
増
加
と
地
域
活
性
化
を

目
的
と
し
、
新
た
に
町
内
の
民
間
賃
貸

集
合
住
宅
へ
入
居
さ
れ
る
方
を
対
象
と

し
た
「
定
住
化
促
進
施
策
」
を
実
施
す

る
も
の
で
す
。

【
対
象
者
】
新
婚
世
帯
（
夫
婦
の
年
齢
の

　
　

合
計
が
70
歳
以
下
）、
子
育
て
世
帯

【
助
成
額
】
月
額
１
万
円
（
最
長
３
年
）

【
対
象
住
宅
】
民
間
賃
貸
集
合
住
宅
で

　
　
　
　
　

家
賃
が
月
額
４
万
円
以
上

【
募
集
期
間
】
平
成
26
年
10
月
1
日
〜

　
　
　
　
　

10
月
31
日　
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可決された意見書

発
議
第
４
号

教
育
委
員
会
制
度
改
悪
に
反
対
す
る
意

見
書議

会
議
員
補
欠
選
挙

　
　
当
選
議
員
の
紹
介

（
議
長
裁
決
原
案
否
決
）

　

平
成
26
年
５
月
25
日
に
執
行
さ
れ
た
、

三
郷
町
議
会
議
員
補
欠
選
挙
に
お
い
て

次
の
議
員
が
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

　

任
期
は
、
平
成
27
年
４
月
29
日
ま
で

で
す
。

常
任
委
員
会
の
主
な
報
告

「手話言語法（仮称）」制定を求める意見書
　手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表
情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語である。手話を使うろ
う者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲
得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
　しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使
うことで差別されてきた長い歴史があった。
　平成１８年１２月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話
は言語」であることが明記されている。
　障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進
め、平成２３年８月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者
は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他意思疎通のための手段
についての選択の機会が確保される」と定められた。
　また、同法第２２条では国・地方公共団体に対して情報保障施策
を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く
国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由
に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのでき
る環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要である
と考える。
　よって本町議会は、政府と国会が下記事項を講ずるよう強く求め
るものである。

記

　手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこ
えない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更
には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的
とした「手話言語法（仮称）」を制定すること。

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年６月１３日
奈良県三郷町議会

（提出先） 衆議院議長 殿　参議院議長 殿　内閣総理大臣 殿
 厚生労働大臣 殿　文部科学大臣 殿

佐野英史（２期目）
文教厚生常任委員会委員

発議第３号

労働者派遣法の改悪に反対する意見書
　政府は、労働者派遣法の改悪法案を今国会に提出し、審議されて
います。
　現行法では、企業が同じ業務で派遣を使えるのは、原則として
1年、最長でも3年間に制限されています。これを、派遣労働者を3
年で「取り替える」だけで、いつまでも同じ業務に派遣労働者を使
い続けられるようにしようとしています。
　また、派遣労働者は3年が経過すれば派遣先企業の直接雇用にす
る必要があるのを、別の派遣先を紹介する、同じ事業所でも配置換
えすることで、派遣のままで使い続けることができるようになり
ます。派遣会社と「期間の定めのない」雇用契約を結んだ労働者は
派遣のまま生涯働かせることも可能になるのです。
　このような改悪を許せば、これまでの派遣労働の大原則「常用雇
用の代替にしてはならない」「臨時的、一時的な業務に限定」がなく
なり、正社員の派遣への置き換えを歯止めなくすすめ、いつまでも
派遣で使い続けることができるようになり、派遣労働者は正社員
への道を閉ざされ生涯派遣で働かされることになります。
　安倍首相は、労働者派遣法「改正」は「企業が世界で一番活躍しや
すい国にするため」と言います。しかし、生涯ハケン、正社員ゼロの
社会、働く人間を使い捨てにする社会は若者から希望を奪い、貧困
と格差を広げ、日本社会から活力を奪うことになります。この道で
は、日本の産業も企業も強くなりません。
　よって、以下のことを求めます。

一、労働者派遣法の改悪はしないこと。

以上、地方自治法第９９条の規定にもとづき意見書を提出します。

2014年６月13日
奈良県三郷町議会

提出先  内閣総理大臣　厚生労働大臣　衆議院議長　参議院議長

発議第５号

　

本
議
案
に
つ
い
て
は
、
文
教
厚
生
常

任
委
員
会
に
付
託
を
受
け
審
査
し
た
結

果
、
賛
成
多
数
で
可
決
と
な
り
ま
し
た

が
、
６
月
13
日
の
最
終
本
会
議
の
採
決

で
は
、
賛
成
・
反
対
が
同
数
と
な
っ
た

た
め
、
議
長
裁
決
の
結
果
、
否
決
と
な

り
ま
し
た
。
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｛

　

昭
和
37
年
夏
の
出
来
事
で
す
。

　

私
の
母
は
、
姉
の
嫁
ぎ
先
の
高
野
口

町
の
夏
祭
り
に
出
か
け
て
い
ま
し
た
。

盆
踊
り
を
楽
し
ん
だ
あ
と
、
四
川
と
い

う
川
に
か
か
る
小
さ
な
橋
の
上
で
、
夜

店
で
買
っ
た
綿
菓
子
を
食
べ
て
い
た
と

こ
ろ
、
お
気
に
入
り
の
下
駄
が
川
に
落

ち
、
流
さ
れ
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
母

は
川
の
下
ま
で
降
り
、
下
駄
を
拾
お
う

と
し
ま
し
た
が
、
も
う
ち
ょ
っ
と
の
と

こ
ろ
で
手
が
届
か
ず
、
そ
の
ま
ま
川
に

落
ち
て
し
ま
い
ま
し
た
。「
ド
ボ
ン
」

と
い
う
音
と
母
の
手
の
先
が
橋
の
上
か

ら
見
え
た
と
い
う
こ
と
で
、
勇
気
あ
る

男
性
が
川
に
飛
び
込
み
母
を
救
出
し
て

く
れ
た
そ
う
で
す
。
私
が
生
ま
れ
た
の

６月６日（金）～６月１３日（金）

承認第 5 号

承認第 6 号

承認第 7 号

認定第 1 号

議案第29号

議案第30号

報告第 4 号

報告第 5 号

報告第 6 号

報告第 7 号

発議第 3 号

発議第 4 号

発議第 5 号

訴えの提起についての専決処分について

平成26年度三郷町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第1号）

の専決処分について

平成26年度三郷町介護保険事業特別会計補正予算（第1号）の専決処分

について

平成25年度三郷町水道事業会計決算の認定について

平成26年度三郷町一般会計補正予算（第1号）

平成26年度三郷町介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成25年度繰越明許費繰越計算書について

平成25年度事故繰越し繰越計算書について

平成25年度三郷町水道事業会計に係る資金不足比率について

寄付の受け入れについて

「手話言語法（仮称）」制定を求める意見書

教育委員会制度改悪に反対する意見書

労働者派遣法の改悪に反対する意見書

三郷町農業委員会委員の推薦について

全会一致原案承認

全会一致原案承認

全会一致原案承認

全会一致原案認定

全会一致原案可決

全会一致原案可決

報　告　受　理

報　告　受　理

報　告　受　理

報　告　受　理

全会一致原案可決

議長裁決原案否決

全会一致原案可決

文教厚生常任委員会

総務建設常任委員会

文教厚生常任委員会

上下水道特別委員会

総務建設常任委員会
文教厚生常任委員会

文教厚生常任委員会

全 委 員 会

総務建設常任委員会

上下水道特別委員会

総務建設常任委員会

文教厚生常任委員会

文教厚生常任委員会

総務建設常任委員会

総務建設常任委員会

議　　　　　　案 審 議 結 果 付託委員会

平成26年第2回（6月）三郷町議会定例会

「
命
の
つ
な
が
り
に
感
謝
」

伊

６ 

月

6
日　

第
２
回
定
例
会
本
会
議

9
日　

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

10
日　

上
下
水
道
特
別
委
員
会

11
日　

総
務
建
設
常
任
委
員
会

13
日　

全
員
協
議
会
・
本
会
議

20
日　

例
月
現
金
出
納
検
査

７ 

月

9
日　

奈
良
県
町
村
議
会
議
長
会

　
　
　

正
副
議
長
研
修

12
日　

差
別
を
な
く
す
町
民
集
会

23
日　

例
月
現
金
出
納
検
査

30
日　

奈
良
県
民
集
会

　議会だより発行のお手伝い
をさせていただいております、
事務局職員です。よろしくお
願いいたします。
（写真　左から　小村局長補佐、
大内局長、橋本主査）

被推薦者
　　下村  修   氏

が
、
そ
の
２
年
後
の
昭
和
39
年
で
あ
り

ま
す
。
毎
年
、
夏
祭
り
の
太
鼓
の
音
を

聞
き
ま
す
と
、
名
も
語
ら
ず
に
母
の
命

を
助
け
て
く
だ
さ
っ
た
男
性
に
心
か
ら

感
謝
す
る
と
と
も

に
「
命
の
つ
な
が

り
」
の
尊
さ
を
感

じ
ま
す
。

三郷議会だより 第２０８号
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